
平成２２年度海外研究者招へい事業　給費条件及び支給方法
	　給費項目
	　　　　　　　　　　　給費条件
※招へい研究者のクラスに応じて支給
【クラスA】大学教授等　　【クラスB】左記以外の者
	　　　　　　　　　支給方法

	１　渡航費
	招へい研究者の所属機関の最寄りの国際空港から、受入機関の最寄りの国際空港までの往復航空運賃を支給する。但し、運賃のクラスは次のとおりとする。
【クラスA 】原則ノーマルエコノミー
【クラスB 】原則ディスカウントエコノミー
	原則として、現地通貨で往復航空券を購入した際の領収書を基に、購入日の為替レートで円換算した金額を、招へい研究者の来日後速やかに支給する。

	２　空港から
　　の交通費
	【クラスA、B共通】

最寄りの国際空港から受入機関までの往復交通費を支給する。
	往路については、渡航費の支給に併せて支給し、復路については離日期日までに支給する。

	３　支度料
	【クラスA、B共通】

１２４，０００円を支給する。
	渡航費の支給に併せて支給する。

	４　滞在費
	【クラスA 】　日額　２２，０００円を支給。

【クラスB 】　日額　１７，０００円を支給。
	原則として、毎月１６日までに当月分の滞在費を支給する。

	５　保険料
	【クラスA、B共通】

下記の額を保険金の限度として、招へい期間中、招へい研究者に対し保険を付保する。

傷害死亡  ３０，０００千円

後遺障害  ３０，０００千円

傷害治療   ２，０００千円

疾病死亡   ２，０００千円

疾病治療   ２，０００千円

救援者費用 ７，０００千円
	保険料は、原則として、受入機関から当該保険契約に係る保険料の請求を受けて受入機関に支給するものとする。ただし、場合により、実施機関が保険会社と直接契約して支払うこともありうる。

保険金（治療費用等）は、招へい研究者から提出される請求書に基づき、保険会社が招へい研究者に直接支払う。

	６　出張旅費
	招へい者の研究活動の一環として受入機関の所在する都市を離れて国内旅行をする場合には、招へい期間中の出張旅費合計額について次の額を限度として実際に要する交通費及び宿泊費を支給する。

【クラスA 】　２００，０００円
【クラスB 】　１５０，０００円
なお、表敬訪問等のために実施機関を訪問する場合には、上記の限度額とは別に、交通費及び宿泊費を支給する。
	受入機関から出張前に出張計画を受理し、出張後に交通費及び宿泊費の請求を受けて、支給する。


備考１　　滞在費等の受領後に招へい期間を短縮する場合又は一時出国する場合については、原則としてそれぞれ短縮日数分又は一時出国期間の日数分の滞在費等を返納又は滞在費支給の際に相殺する。
　　　　　　ただし、受入機関と連名により国際会議で発表するための短期の出国等の場合であって、機構が認めるときは、これを不要とする場合があるものとする。

備考２　　上記１から６の費用（「５　保険料」を除く）の支払いは、招へい研究者が指定した本邦内の銀行の口座への送金により行う。
備考３　　招へい研究者のクラス

　　　　　【クラスA 】　優れた研究業績を有する研究者又は高度な専門的知識を有する者。
　　　　　　　　　　　　　（例えば、大学教授、又はこれに準ずる職位にある研究者。）

　　　　　【クラスB 】　上記以外の研究者又は専門的知識を有する者。
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